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議案第 19号 

 

企画総務委員会 

（令和 5年 9月 25日） 

 

本会議 

（令和 5年 9月 29日） 

 

総務部契約課 

<決議> 

墨田区公契約条例に係る付帯決議 

<内容> 

区は、本条例の施行に当たり、労働者に対して、労働報酬下限額及び

これを下回る報酬が支払われた場合の通報先を周知すること、労働者に

対する労働報酬の支払状況について、定期的に議会に報告すること、そ 

の状況に応じて、条例改正も含めた実効的な対策について検討すること。

<事後の状況、対応等> 

１ 「区は、本条例の施行に当たり、労働者に対して、労働報酬下限額

及びこれを下回る報酬が支払われた場合の通報先を周知すること」に

ついて 

  墨田区公契約条例第１１条の規定に基づく労働者等の申出について

は、同条例別表７の項の規定により受注者の責務として区と受注者と

で約定している。さらに、労働報酬下限額や条例第１１条に規定する

申出先等、受注者が労働者等に周知することとしている内容を掲載し

たポスター（Ｂ３版）を作成し、作業場等への掲示用として受注者に

配付している。 

  また、ポスターのデータを区のウェブサイトに掲載し、労働者等へ

の個別配付用として活用してもらうよう、受注者に案内している。 

 

２ 「労働者に対する労働報酬の支払状況について、定期的に議会に報

告すること」について 

  当面、原則として年１回程度、議会に報告等を行う。労働者に対す

る労働報酬の支払状況については、別紙のとおりである。 

 

３ 「その状況に応じて、条例改正も含めた実効的な対策について検討

すること」について 

  事業者側・労働者側双方の意見を尊重する観点から、状況に応じて、

墨田区公契約審議会で議論することを含めて今後検証していく。 

 



 

 

(別紙) 

 

労働者に対する労働報酬の支払状況について 

 

【現況】（令和６年１０月末現在） 

１ 労働報酬下限額適用契約数 

  ３５件 ※内訳 業務委託契約：２０件  工事請負契約：１５件 

２ 労働条件等に関する事項報告書（チェックシート）の提出状況 

 ・１回目：全件（３５件）の提出を確認済み 

 ・２回目：令和６年１１月末までに工期を迎える工事請負契約４件について

提出を確認済み 

３ 条例第１１条に基づく労働者等の申出状況 

  これまでに申出等はなし 

 


